
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
四
十
二
号

水
基
本
調
査
基
礎
計
画

国
土
調
査
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
水
基
本
調
査
基
礎
計
画
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
実
施
地
域
）

第
一
条
　
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
水
調
査
の
基
準
の
設
定
の
た
め
の
調
査
（
以
下
「
水
基
本
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
北
海
道
開
発
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
の
北
海
道
総
合
開
発
計
画
に
従
つ
て
総
合
開
発
を
行
う
地
域
及
び
大
規

模
な
電
源
開
発
を
行
う
地
域
の
う
ち
、
当
該
開
発
の
実
施
の
た
め
又
は
地
下
水
の
水
源
の
保
全
を
図
る
た
め
の
合

理
的
な
利
用
の
確
保
の
た
め
緊
急
に
調
査
を
必
要
と
す
る
水
系
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
水
基
本
調
査
は
、
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
に
規
定
す
る
事
業
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
場
合
又
は
特
別
の
必
要
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定

す
る
水
系
以
外
の
水
系
に
つ
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
作
業
の
期
間
）

第
二
条
　
水
基
本
調
査
に
お
い
て
一
水
系
ご
と
に
行
う
べ
き
作
業
は
、
当
該
水
系
に
お
け
る
地
下
水
調
査
に
関
す
る

水
基
本
調
査
に
つ
い
て
は
着
手
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
年
以
内
に
、
そ
の
他
の
水
基
本
調
査
に
つ
い
て
は
水
基

本
調
査
の
調
査
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
着
手
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
箇
年
以
内
に
完
了
す
る
こ
と
を
目
途
と

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
削
除

（
実
施
機
関
）

第
四
条
　
水
基
本
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
令
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
都
道
府
県
で
あ
つ

て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
水
系
に
お
け
る
水
基
本
調
査
を
行
う
の
に
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
者
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
水
系
に
つ
き
水
基
本
調
査
を
実
施
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

は
、
そ
の
作
業
の
分
担
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
水
基
本
調
査
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
水
系
に
属
す
る
区
域
に
当
該
水
系
に
お
け
る
水
基
本
調
査
に
関
係
が
あ

る
調
査
を
行
う
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
水
基
本
調
査
を
効
果
的
に
行
う
の
に
必
要
な
協
力
を

求
め
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
水
基
本
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
関
係
者
は
、
そ
の
作
業
に
つ
き
相

互
に
緊
密
な
連
絡
及
び
協
調
を
保
つ
よ
う
に
つ
と
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
関
係
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
会
合
し
、
且
つ
、
当
該
調
査
に
関
す
る
計

画
及
び
実
施
の
調
整
、
資
料
の
照
合
そ
の
他
業
務
の
整
理
を
担
当
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
の
内
容
）

第
五
条
　
水
基
本
調
査
に
お
い
て
行
う
べ
き
作
業
は
、
水
基
本
調
査
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第

三
十
五
号
）
第
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
但
し
、
降
水
量
調
査
並
び
に
水
位
及
び
流
量
調
査
に
関
す
る
水

基
本
調
査
の
作
業
は
、
水
系
ご
と
に
必
ず
行
う
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
作
業
以
外
の
作
業
は
、
当
該
水
系
に
つ
き

降
水
量
調
査
並
び
に
水
位
及
び
流
量
調
査
に
関
す
る
水
調
査
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
水
基
本
調
査
が
行
わ
れ
る
場

合
に
限
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
計
画
作
成
上
の
留
意
事
項
）

第
六
条
　
法
第
四
条
第
一
項
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
基
本
調
査
に
関
す
る
実
施
計
画
を
作
成
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
水
基
本
調
査
が
当
該
水
系
に
お
い
て
行
う
べ
き
水
調
査
に
直
接
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
水
基
本
調
査
に
お
い
て
行
う
作
業
が
相
互
に
緊
密
な
連
絡
を
保
つ
て
い
る
こ
と
。

三
　
当
該
水
系
に
属
す
る
区
域
の
利
用
上
特
に
水
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
調
査
を
含
む
こ

と
。

四
　
な
る
べ
く
既
存
の
観
測
所
を
利
用
す
る
こ
と
。

五
　
既
存
資
料
の
しヽ
ゆヽ
うヽ
集
、
解
析
及
び
成
果
の
と
り
ま
と
め
の
方
法
及
び
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
一
九
日
総
理
府
令
第
八
三
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
水
基
本
調
査
基
礎
計
画
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
国
土
調

査
法
第
四
条
第
二
項
の
承
認
を
得
た
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
っ
た
計
画
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改

正
後
の
水
基
本
調
査
基
礎
計
画
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
同
法
第
四
条
第
二
項
の
承
認
を
得
た
又
は
同
法
第
五
条
第

一
項
の
届
出
の
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
総
合
的
な
国
土
の
形
成
を
図
る
た
め
の
国
土
総
合
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
基
本
調
査
基
礎
計
画
及
び
土
地
分
類
基
本
調
査
基
礎
計
画
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
水
基
本
調
査
基
礎
計
画
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
土
地
分
類
基
本
調
査
計
画
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
国
土
調
査
法
第
四
条
第
二
項
の
承
認
を
得
、
又
は
同
法
第
五

条
第
一
項
の
届
出
の
あ
っ
た
計
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
水
基
本
調
査
基
礎
計
画
又
は
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
土
地
分
類
基
本
調
査
基
礎
計
画
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
同
法
第
四
条
第
二
項
の
承
認
を

得
、
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


